
 

 

 

 

 

 

 

第 13 回会議 

■住民提出意見 

①津島氏（印西市木刈在住） 
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第 15 回会議 

■住民提出意見 

①津島氏（印西市木刈在住） 

 

 

 

 

 

 

 

 



次期中間処理施設整備事業の用地選定に関する意見書 
 

印西地区環境整備事業組合 
次期中間処理施設整備事業 
用地検討委員会 委員長 寺嶋 均 宛て 
 
１．留意事項 
（１）提出のあったご意見は、直近の用地検討委員会の会議に提出し、参考資料として活用させていただき、

また、印西地区環境整備事業組合のホームページで公開しますが、不当な圧力、個人や特定の団体に対す

る誹謗中傷、財産・プライバシー・著作権の侵害及び営利目的等の記述が含まれる場合は、当該提出及び

公開をしません。 
（２）匿名による意見提出が可能ですが、意見提出者（ご自身）の氏名等の公開を希望される場合は、下記意

見欄の末尾に当該個人情報をご記入ください。 
（３）意見書は、この様式によるものの他、この様式に準じた任意様式でも結構です。 
（４）意見記入欄が不足する場合は、適宜、用紙を追加してください。 

 
２．意見 
 

平成２６年９月５日提出 
 

 第３次審査ＮＯ１５経済性小項目の概算事業費について 
各候補地毎の煙突建設費を考慮して比較検討すべきである。    

  
 Ｎ０１５の経済性評価について、小項目の概算事業費に、用地取得費用、基盤整備費用、３０年間

分の収集運搬費用を取り上げ、第１４回会議でその結果が示さていますが、概算事業費に最も大き

く影響を及ぼす煙突建設費は評価対象から除外されており、妥当性にいちじるしく欠けた評価項目

となっています。 
  現在地の煙突高さは、周辺建物等の状況やこれまで示された事例から想定すると、少なくとも１

００ｍ～１３０ｍであり、他の候補地は大凡６０ｍ程度と考えられることから、この両者には明ら

かに大きな差異が存在します。そこで、煙突仕様が未確定の現状下では詳細な建設費の算出が難し

いために、煙突高さに応じた概算の煙突建設費用を、全国都市清掃会議に聴取した結果を以下に示

します。        
             (H26.9.4 全国都市清掃会議 電話聴取結果) 

 
摘   要 

煙突高さ(ｍ) 
６０ １００ １３０ 

煙突建設費(億円) 2.5 5.8 10.0 

この結果から、現在地の煙突高さ 130mの場合、他の候補地に較べ煙突建設費は 7.5億円の増額と

なり、この額は 30年間分の収集運搬費用の差異約 3億円の 2.5倍であることが判ります。 

当委員会が、煙突建設費を評価項目として取り上げないまま、もし候補地評価を進めて現在地に決

定した場合、建設費増額分は全て住民負担増となるため、そのような誤った評価を認める訳にはい

きません。最終評価では煙突建設費を試算した上で候補地を評価するよう強く求めます。 

                           印西市在住    津島孝彦       
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第 16 回会議 

■住民提出意見 

①津島氏（印西市木刈在住） 

 



様式１ 
 

 

次期中間処理施設整備事業の用地選定に関する意見書 
 

印西地区環境整備事業組合 

次期中間処理施設整備事業 

用地検討委員会 委員長 寺嶋 均 宛て 

 

１．留意事項 
（１）提出のあったご意見は、直近の用地検討委員会の会議に提出し、参考資料として活用させていただき、

また、印西地区環境整備事業組合のホームページで公開しますが、不当な圧力、個人や特定の団体に対す

る誹謗中傷、財産・プライバシー・著作権の侵害及び営利目的等の記述が含まれる場合は、当該提出及び

公開をしません。 
（２）匿名による意見提出が可能ですが、意見提出者（ご自身）の氏名等の公開を希望される場合は、下記意

見欄の末尾に当該個人情報をご記入ください。 
（３）意見書は、この様式によるものの他、この様式に準じた任意様式でも結構です。 
（４）意見記入欄が不足する場合は、適宜、用紙を追加してください。 

 

２．意見 
 

                             Ｈ26，9，17 日  

現在地の経済性評価は、排煙のダウンドラフトを 

回避するための高煙突化費用を考慮すべきである。 

 
9月 7日の第 15回会議に提出した弊意見書「‥‥各候補地毎に煙突建設費を考慮して経 

済性を比較検討すべき」について、当委員会は、次期中間処理施設の「煙突高さ」が未検討

であることを理由にあげ、それ以外に納得できる説明をしないまま、この意見を否決しまし

た。しかし、この問題を検討せずに、現在地に建設予定が決まると 高煙突化による多額の

建設費増加分は、全て市民負担となる恐れが高い。そこで、今回は新たに現在地で発生する

排煙のダウンドラフトを回避するために高煙突化する問題を具体的に検討したので、その結

果を意見書として提出します。（参照：資料３のダウンドラフト図） 

 

現在地で発生する排煙のダウンドラフト（以下ＤＤという）とその回避に必要な高煙突

化を検証した結果、必要な煙突高さは２１３ｍで、その建設費は推定２０～２５億円と膨

大な額になる恐れがある。もし最終答申が、この重要課題を検討しないまま行われるので

あれば、このことを明記した答申とされたい。 

 

それでは今回行った検証結果を以下に説明します。(添付資料１～３参照) 

資料１ 印西クリーンセンター周辺の超高層ビルの位置と排煙のＤＤ発生有無の検証図 

資料２ 参考資料・・ＤＤの発生を回避するために高煙突化を行った事例の紹介。 

ＪＦＥスチール(株)がＨ23年 6月に作成した「ＪＦＥ千葉西発電所更新・移設計 

画に係る環境影響評価準備書の補足説明資料」のＰ－１です。 

 資料３ ダウンドラフト図 

 

資料１は、現在の印西クリーンセンター周辺にある建物について個別に、印西クリーンセ

ンターの煙突までの距離、建物高さ、建物幅、方位などを記しています。又、左下箇所に

煙がＤＤ（＝ここではダウンウォッシュを以降ＤＤと同義語として取り扱うことにする）

を起こさない条件を記しています。 
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様式１ 
 

 

  
最初にこの条件① －煙突から建物が十分離れていること－ について検証したところ、

みずほ銀行ビルでは、煙突が建物の風下側で５Ｌｂ(425ｍ）よりも近くて、煙突までの距離

は 350ｍしかなく、煙突がＤＤの発生する距離内にあります。しかし他のビルでは、煙突は

全てＤＤが発生する距離以上に離れています。 

 

次に条件②－建物と煙突の高さの関係で煙突が十分に高い（Ｈ₀≧Ｈｂ＋1.5Ｌｂ）こと－ 

について検証したところ、みずほ銀行ビルの影響で発生するＤＤを回避するための煙突高 

さは 213ｍ（Ｈ₀≧８5＋1.5×85）となりました。 

 

続いて条件③、－煙突高さが低い場合は濃度測定を実施－について、みずほ銀行ビルがこ 

のケースに該当するために汚染物質の濃度測定を行いＤＤの影響を確認する必要がありま 

す。 

これは下の資料２の JFE が行った濃度測定の例と同様に、当地区でも ISC モデルか又はその

改良モデルの経産省が開発した「低煙源工場拡散大気濃度推算システム(METI-LIS)」を使い、

ＤＤの影響を受けない煙突高さである 213m や、影響を受ける 100ｍ、130ｍ、150ｍについ

て、周辺建物（とくに煙突南西側地域にあたるローレルスクエアー、地域交流館、戸建て住

宅など)各地点における濃度推算を行い、この結果を比較検討した上で、想定する煙突高さ

を確認することが必要です。経産省モデルの使用は無償で、入力データを準備して、ソフト

会社に頼めば短日数で結果が得られそうです。 

 

資料２は、参考資料で、ＪＦＥは、発電施設の煙突近くに、ＤＤを発生させる距離内にガ

ス貯留槽（高さ 100ｍ×幅(直径）60ｍ）が建つことから、ＤＤを回避できる高さを 190ｍ（Ｈ

₀≧Ｈｂ(100）＋1.5×Ｌｂ(60））に決めています。 

続いて濃度測定を、ＩＳＣモデルを使い、ＤＤを発生しない 190ｍや発生する 150ｍ及び 180

ｍについて、最大着地濃度地点の窒素酸化物濃度を推算し比較しています。 

その結果、ＤＤによる濃度上昇が僅か 0.0003Ppm（この値は大気質に係る環境基準 0.04ppm 

(１日平均値）の僅か 0,8％に相当）であるにもかかわらず、この増加を重視し、煙突高さ 

を 190ｍに決定しています。 

民間事業者であるＪＦＥがこのように環境維持に厳しい姿勢で取り組む背景に、大気保全の

重要性や周辺住民からの苦情・クレームを避けたい意向があるのかもしれない。 

この事例は、今後現在地で施設更新の検討の必要性がでた時には、ＤＤ回避の参考事例 

にできると考えます。 

 

最後に、ＤＤの発生は、周辺住民の生活環境へ悪影響を及ぼす恐れが高い。委員長はじ 

め環境委員会住民代表委員の岩井氏・委員各位にはＤＤ回避のための高煙突化の重要性を 

よく認識の上、この意見を考慮した経済性評価を行っていただきたい。そうした上でこの 

答申が全国の施設更新関係者のよい参考事例となるようしていただきたい。 

 

                                     以上 

  

 

 

 

 

 

                            木刈在住   津島孝彦 
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  資料１                                 

 Ｈ２６．９．１２ 

現在地周辺の超高層ビルの位置と排煙のダウンドラフト発生有無の検証図 

 （図は印西クリーンセンター煙突位置と周辺ビルの位置関係を示す）  

  単 位：ｍ、Ｄ：煙突までの距離、Ｈb：建物高さ、Ｗ:建物幅 ↓：風向と距離     

記号；Ｈ₀:煙突高さ、Ｌb：建物高さと幅の小さい方           Ｎ 

  測定；距離と幅：Mapion 地図距離測定ツール、高さ：目測、 方位: Ｗ ↑ Ｅ                    

                                                          Ｓ 

                             Ｄ：570，Ｈb：100，Ｗ：90, Ｌb:90 

                三菱東京ＵＦＪ  Ｄ＝570＞5×90＝450 

     Ｄ：500、Ｈb；100,                  (ダウンドラフト発生せず) 

Ｗ：40、Ｌb:40          三井          

Ｄ＝500 > 5×40=200      住友                    

(ダウンドラフト発生せず)   海上                   Ｄ：350,Ｈb：85      

 Ｗ：90，Ｌb：85 

       住友アビック                                              Ｄ≈350 ＜ 5×85＝425      

ダウンドラフト発生 

Ｄ；410、Ｈb：70                          

  Ｗ：54, Ｌb：54                    （風向：北北東） 

    Ｄ＝410＞5×54＝270 

 （ ダウンドラフト発生せず） 

   

サンクタス                印西クリー        ダウンドラフト回避のための 

ンセンター          必要煙突高（Ｈ₀≧２１３ｍ） 

Ｄ：400, Ｈb：50 Ｗ：100, Ｌb：50      煙突          Ｈ₀＞Ｈb＋1.5Ｌｂ 

Ｄ＝400 ＞ 5×50＝250                      Ｈ₀≧２１３≒８５＋１２８ 

(ダウンドラフト発生せず)                       

 

ダウンドラフトを起こさない条件 

(ＩＳＣモデル) 

①煙突が建物から十分離れている          地域交流センター  Ｄ：190 

煙突が建物の風上側；２Ｌｂ以上                     

       風下側；５Ｌｂ以上  

②建物と煙突の高さの関係           （ダウンドラフトの影響を直接受ける建物） 

煙筒が十分に高い。Ｈ₀≧Hb＋1.5Lｂ                                

③煙突高さが低い場合は濃度測定実施 

最大着地濃度地点、特定地点      ローレル      Ｄ；510 

スクエアー  Ｈ：70  Ｗ：30 

結果 現在地での施設更新では、煙突高さが２１３ｍ未満では排煙にダ

ウンドラフトが発生する。回避するためには２１３ｍ以上が必要。 

みずほ銀行 

19-99



資料２ ＪＦＥ千葉西発電所更新・移設計画に係る環境影響評価準備書補足資料説明（Ｐ１～Ｐ３） 
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資料３ 
 

 

 

19-101



 

 

 

 

 

 

 

第 17 回会議 

■住民提出意見 

①津島氏（印西市木刈在住） 

 

 

 

 

 

 

 

 



次期中間処理施設整備事業の用地選定に関する意見書 

 
 
印西地区環境整備事業組合 
次期中間処理施設整備事業 
用地検討委員会 委員長 寺嶋 均 様 
印西地区環境整備組合事務局長   様 

 

次期中間処理施設整備事業の用地選定に関する意見書 

 
２．意見 

 
平成 26 年 9 月 27 日提出 

 
 最終答申書のおわりに（寺島委員長名）において 
 上から７行目で「避難場所、救出救援の活動拠点としての役割」との記述が

あります。 
 国等における廃棄物処理施設における災害時の役割は別紙のとおり委員長

記述とは大きく乖離しております。 
 周辺住民に誤った危険な情報を提供することとなります。 
 早急に訂正していただきたくお願い申しあげます。 

 
  
 
 
                          白井市 岡野三之 
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◎環境省資料等 

 

 

    

 
 
(3) 防災活動の支援 

①エネルギーの安定供給による防災活動の支援方策の積極的な検討 

防災拠点として、廃棄物処理施設や廃棄物処理システムの強靭化を図ることで、そ
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こから得られるエネルギー供給の安定性の向上が期待される。このため、エネルギ

ーの安定供給による防災活動の支援方策について、廃棄物処理施設整備のコンセプ

トなど、積極的に検討することが望まれる。 

②廃棄物処理施設を避難場所とする際の安全性の確保 

廃棄物処理施設には、薬品等危険物を取扱う場所や設備があり、また、多数の搬入

車両の出入りがある。一般的に、避難場所とされるところは会議室や展示施設など

であり廃棄物処理に直接関係するものではないが、災害時には施設内に職員以外の

者が多数入場することとなる。こうした状況を踏まえ、避難場所を利用する者の安

全性の確保について万全を期す必要がある。 

 ③全国調査によれば地域防災計画により避難所と指定された廃棄物処理施設はない。 

   避難所は災害対策基本法に基づく地域防災計画により指定されるものである。 

 

◎印西市地域防災計画について（災害対策基本法に基づく地域防災計画） 

①災害時の避難場所                       更新日：2013 年 4 月 10 日 

避難場所の指定 
火災の延焼拡大等や余震による二次災害から市民の身の安全を確保するため、 

公共施設等を避難場所として指定する。市指定の避難場所は、次の 4 種類とする。 

広域避難場所 

市街地における大規模火災が発生した場合に、輻射熱や煙から身を守り生命の安全を確保

するため、一時的に避難する避難所である。公園や公共空地等を指定する。 

指定避難所 

住家の全半壊、焼失、浸水により住居を失ったものまたは居住が困難な被災者のうち、避難

を必要とする者を一時収容し、保護するための場所である。学校等を指定する。 

特別避難所 

災害時要援護者に対する特別な配慮として福祉避難所を事前に定める。また、土砂災害警

戒区域付近の市民が一時避難するための避難所を確保する。 

一時避難場所 

災害時の危険を回避するため、一時的に避難する避難場所として近隣公園以上の規模を有

する公園を指定する。また、町内会・自治会等や自主防災組織は、地区の身近な公園や空

地を一時避難場所としてあらかじめ定めるものとする。 

 
＊印西クリーンセンターは上記何れの避難所としても指定されていない。 

 

②印西市避難所運営マニュアルは１１７ページにもおよぶもので極めて広範できめ細

かいものとなっていて片手間に運営できるものではない。 

③災害直後の焼却場職員は施設の損傷確認や、安全運転、に注力するべきであり 

マニュアルに基づいた避難所運営は不可能である。避難場所を利用する者の安全性

の確保について担保できる状況ではない。 19-104



 ④ごみ焼却場は災害時ばかりでなく、潜在的危険性を持った施設である。 

 

◎環境省事故調査 

 一般廃棄物処理施設での物損事故 

1)物損事故発生状況 

平成16 年度から平成19 年度の４年間に起きた物損事故は、549 件が報告されている。

この内、粗大ごみ処理施設が324 件（事故発生率：約60％（＝粗大ごみ処理施設事故発

生件数÷総物損事故発生件数））と最も多く、次いでごみ焼却施設が164 件（同、約30％）

であり、これら2 施設での事故が多く全体の約90％を占める。 

なお、粗大ごみ処理施設における爆発事故は毎年50～80 件発生している。火災事故は粗

大ごみ処理施設で80 件、ごみ焼却施設で76 件と概ね同数発生しており、事故発生率は

それぞれ約15％、14％、全火災事故発生件数のそれぞれ約43％、41％であり、火災事故

はこの2 施設で約84％と多くを占めている。 

 

◎消防行政（総務省消防庁）の位置づけ 

①潜在的出火危険性 

②消化困難性 

③火災に伴う環境汚染 

廃棄物処理施設における防火安全対策のあり方 

 

 

◎経産省の位置づけ 

 ①危険物取り扱い施設 

・高温高圧（400℃、4MP）ボイラー  ・油圧装置  ・助燃用重油・軽油 

◎その他 

 ①800℃以上で24時間連続運転        ②有害な廃ガス・廃液の安全処理 
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